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再 意 見 書 

平成２１年７月９日 

 

 

情報通信行政・郵政行政審議会 御中  

電気通信事業部会長 様  

 

郵便番号 ３３２－００３４ 

住所   埼玉県川口市並木２－２５－３ 

会社名  彩ネット株式会社 

 

代表者名 代表取締役 井上太郎 

連絡先   

メールアドレス  

 

 

 

 平成２１年５月２６日付けの情郵審第３０１３号で公告されました接続約款の変更案に

ついて、別紙のとおり再意見を提出します。 
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別紙 

総論 

 

 総論としてEditNet株式会社、イー・アクセス株式会社、イー・モバイル株式会社、株式

会社新潟通信サービス、社団法人日本インターネットプロバイダー協会、社団法人日本イ

ンターネットプロバイダー協会 地域ISP部会の意見に賛同します。 

 

各論 

 

ネイティブ方式につきまして 

 

 日本のインターネットは、独占されていたＮＴＴを中心とした１種通信事業者の電線や

光ファイバー、局舎等の物理的な通信インフラを解放させた賢明な政策により２種通信事

業者の参入を促進し、結果として生じた自由競争が今日の発展に繋がっていると考えます。

現在、予定されているＮＴＴ東西のＮＧＮの提供の在り方は以下に記述する点を含めサー

ビスの多様化を抑制し、結果的に日本のインターネットの発展を阻害するものと考えます。 

 当社はインターネット接続サービスの一部をローミングサービス会社から供給を受けて

エンドユーザーに提供しておりますが、ネイティブ方式の会社からローミングサービスの

供給を受けるのは問題があると考えます。何故ならば、現在のローミングサービスの会社

に対しては、当社のようなローミングサービス利用ISPより仕様について要求を出すことが

可能で、それに応じたサービスが供給されますが、ネイティブ方式ではネイティブ接続を

行なうISP毎にポリシーは単一化されるため、ローミングサービス利用ISP側からの個別の

要求には応じてもらえなくなります。ローミングサービスはISP各社が特色を持ち、エンド

ユーザーのニーズに対応するためサービスの多様性を有するためも利用側のISPの要望を

柔軟に反映できるものである必要があり、単に料金が安ければよいと言うものではありま

せん。 

 またトンネル方式でもローミングサービスは実現可能ですが、トンネル方式のローミン

グサービスとネイティブ方式のローミングサービスが並存した場合、ネイティブ方式のロ

ーミングサービスに競争力があると思われることから、トンネル方式のローミングサービ

スは存在が困難と考えられます。この結果、ローミングサービスを利用するISPにとっても

ネイティブ方式ではサービスの自由性が失われることになり、好ましくないと考えており

ます。 

 

  

 

各社から提出された意見につきまして 

 



3 

ネイティブ方式で接続 ISP が 3 社に限定されることについて、株式会社新潟通信サービス

の意見に賛同します。特に会社下記の部分に賛同します。 

 

この方式の問題点の一つは NTT 東西毎に最大 3 社にのみ限定されてしまうことであり

ます。 

NTT 東西では、今後技術の発達や機器の発達により拡大できる可能性があると説明し

ていますが、３社という制限が機器性能よりも利用プロトコルのもつ制限によってい

て、今後とも増加する見込みはない事は明白であります。 

また、この３社を選定する条件が「インターネット接続サービスの契約数」の多い方

から３社となっていますが、インターネット接続契約数の数え方が不明瞭であります。

例えば携帯電話会社の携帯所有者もインターネット接続契約者数に入るのか、契約数

の把握は何の資料を基にどういった手段で確認するのか等も不明です。(株式会社新潟

通信サービス) 

 

ネイティブ方式の制度設計について社団法人日本インターネットプロバイダー協会の意見

に賛同します。特に下記の部分に賛同します。 

 

具体的な制度設計を検討される場合においては、 

・ ＮＴＴグループの情報通信市場における支配力が一層強固になることを避けるため、

ＮＴＴグループに属する事業者がネイティブ接続事業者になるべく接続申込みを行う

ことの禁止 

ネイティブ接続においては、エンドユーザーの情報をＮＴＴ東西とネイティブ接

続事業者、ネイティブ方式を採用するＩＳＰ事業者が共有することになります。

これらの情報は個人を特定するための重要な個人情報であり、３者に跨って共有

されることによるセキュリティ上の重大な懸念があります。また、本情報は基本

的にＩＳＰとＮＴＴ東西の間でユーザーを突き合わせるために必要なものであり、

ネイティブ接続事業者はその内容を具体的に知る必要性はありません。ついては、

エンドユーザーを特定する情報については、３者の間で特定できるＩＤ情報等を

やり取りすることによって個人情報の交換を避ける等の措置が必要と思われます。

（社団法人日本インターネットプロバイダー協会） 

 

アダプタのホームゲートウェイ（ＨＧＷ）からの分離及びの費用負担について、社団法日

本インターネットプロバイダー協会の意見に賛同します。特に以下の部分に賛同します。 

 

ＩＰｖ６インターネット接続の基本的接続機能であるトンネル接続が、ネイティブ方

式に比べて不便かつ費用がかかることにより、実質的に競争力が劣る、使えないもの

では不適切であり、トンネル接続のエンドユーザーに対しても、ネイティブ接続のエ
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ンドユーザーに対するものと同条件で提供されなければならないと考えます。アダプ

タ機能はトンネル方式の提供において不可欠な機能であること、及び今回のＩＰｖ６

インターネット接続方式においてはホームゲートウェイを利用しているエンドユーザ

ーしか対象にしていないことを考慮すると、具体的には、アダプタはホームゲートウ

ェイとは別な装置ではなく、一機能としてネイティブ方式のエンドユーザーに提供さ

れるホームゲートウェイ装置の中に含まれ、エンドユーザーの希望者に対してはホー

ムゲートウェイのレンタル費用のみで配布されるべきと考えます。 

 

 

ネイティブ方式の接続事業者（代表 ISP）の制度について 社団法人日本インターネットプ

ロバイダー協会の意見に賛同します。特に以下の部分に賛同します。 

 

ネイティブ方式によるインターネット接続サービスを希望する一般のＩＳＰ事業者は、

指定電気通信設備であるＮＧＮと接続するにも関わらず、直接接続可能な事業者数の

上限が３社という制限から、ネイティブ接続事業者経由でないとＮＴＴ東西と接続す

ることができません。一般のＩＳＰ事業者はネイティブ接続事業者から指定電気通信

設備であるＮＧＮ上のＩＰｖ６インターネット接続サービスの卸売りを受けることに

なりますが、ネイティブ接続事業者は一般の電気通信事業者であることから、現行法

では役務提供義務を有しません。約款案では「不当な接続の条件又は卸電気通信役務

の提供の条件を付さないこと」「特定の電気通信事業者に対して不当な差別的な取扱を

行なわないこと」しか規定していませんが、ネイティブ接続事業者に対しては、更に

役務提供義務を課すなど、指定電気通信設備事業者並みの規制が必要と考えます。 

また、ネイティブ接続事業者同士の合併は独占状態を生む可能性があるため、事業合

併は禁止する制限も必要と思います。インターネット業界では企業買収などを通じた

事業者の統廃合も盛んであり、当初３社だったネイティブ接続事業者が合併などを通

じて１社となった場合や、持株会社などを通じて経営統合がされた場合、実質上ネイ

ティブ接続においては独占企業が誕生することになります。その場合は空いた枠を活

用し、新たな会社がネイティブ接続事業者として参入できるか、ネイティブ接続を提

供する会社が合併する場合は、ネイティブ接続に関する事業を別会社に事業分離する

ことを義務づけるなどの措置が必要と考えます。 

さらにネイティブ接続事業者は、自らも小売で一般のエンドユーザーにサービスを提

供すると、卸を受ける他事業者は条件面で不利となることも考えられます。従いまし

て、ネイティブ接続事業者は他ＩＳＰ事業者に対する卸売りに徹し、自らエンドユー

ザーに対する小売は行なわないこととするべきと考えます。（社団法人日本インターネ

ットプロバイダー協会） 

 

ネイティブ方式の名称について有限会社ナインレイヤーズの意見に賛同します。特に以下
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の部分に賛同します。 

 

ネイティブ方式で用いられる経路制御は、パケットヘッダの送信元アドレスに基づく

ものです。IP で原理的に用いられる経路制御は送信先アドレスに基づくもので、技術

的な用語の用い方として根本から間違っていると考えます。議論の過程で出ていて申

請されていない「案 3」と呼ばれた方式こそがネイティブと呼ばれて然るべきです。 

（中略） 

今回、native ではない技術に対して「ネイティブ方式」と名前付することは、IETF 等

で議論する際に混乱を招き、より日本固有の問題であると言う印象付けをし、国際標

準を修正するための活動を阻害する可能性があると考えます。両者に対する適切な命

名は再検討されると良いと思いますが、一案としては、それぞれを「オーバレイ方式」

「シングルプレーン方式」というように呼ぶ方法もあるかと思います。 

 

ネネイティブ方式の接続事業者（代表 ISP の）条件について、EditNet 株式会社、社団法人

日本インターネットプロバイダー協会の意見に賛同します。特に以下の部分に賛同します。 

 

公正競争上，NTT グループの会社や，特定の ISP の影響力が及ぶ事業者が代表 ISP に

なるのは制限されるべきである．（EditNet 株式会社） 

 

 

ＮＴＴ東西を地域通信の会社と位置づけるＮＴＴ法の原則からして、ＮＴＴ東西の子

会社及び関連会社、及びその子会社は長距離通信に分類されるインターネット接続の

ネイティブ接続事業者となるべきではないと思います。（社団法人日本インターネット

プロバイダー協会） 

 

ネイティブ方式の接続事業者の選定プロセスについて、社団法人日本インターネットプロ

バイダー協会の意見に賛同します。特に以下の部分に賛同します。 

 

ネイティブ接続事業者の選定をＮＴＴ東西が行なうことについては、透明性、公正性

の点で問題があると考えます。選定は、もし行なわなければならないとするならば、

ＮＴＴ東西ではなく、第三者により行なわれなければならないと考えます。（社団法人

日本インターネットプロバイダー協会） 

 

ネイティブ方式の「網内折り返し機能」について、EditNet 株式会社、イー・アクセス株式

会社／イー・モバイル株式会社の意見に賛同します。特に以下の部分に賛同します。 

 

ネイティブ方式の「網内折返し」は，プロバイダ責任制限法や犯罪捜査への対応等に
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影響を与えることが考えられる．また，迷惑通信への対応ポリシが，網内折返し通信

と ISP 経由通信で異なる事例などが生じる．網内折返しについては，それを前提とし

たサービスの設計をすべきではない．(EditNet 株式会社) 

 

ネイティブ方式では、網内折り返し通信を提供することとなっていますが、ユーザ間

の通信が NGN 網内で折り返した場合、ISP 事業者はその通信について管理することが

できません。そのため、警察など捜査機関からの不正利用に関する照会が届いた場合

に、対応ができない問題が発生します。 

また、ネイティブ方式ではひとつの IPv6 アドレスで閉域網である NGN と公衆網であ

るインターネットに接続するため、NGN 内におけるセキュリティが低下し更にはユー

ザ利便性の低下が想定されます。（イー・アクセス株式会社／イー・モバイル株式会社） 

 

ネイティブ方式の相互接続点が東西 1 箇所しかないことについて、株式会社新潟通信サー

ビス等から提出された意見に賛同します。特に以下の部分について賛同します。 

 

今回の「ネイティブ方式」では NTT 東西との接続点を東西各１個所とすることが説明

されています。又、将来的には増設する可能性もあると説明されていますが、弊社で

は３月の調査申込において NTT 東日本に対し「新潟県」にアクセスポイントの設置を

要望し、県単位の接地を要望いたしました。 

現在 NTT 東日本とは協議継続中でありますが、実際には不可能との回答を得ています。

内容としては NGN 網そのものが NTT 東西毎に１つのネットワークになっており、県単

位のサービスではなく「県を超えた広域サービス」であることに起因していると説明

されています。 

しかし、全国には、地域で ISP 事業を行っている多くの会社があります。今回の接続

点１個所への制限は地域で ISP 事業を行っている事業者にとっては死活問題です。こ

れまで自主的に設定できた価格やサービスがすべて全国規模の事業者にゆだねられ、

地域の事業者の自主的なサービスは不可能となってしまいます。 

特に弊社では公共団体や学校、一般向けに「有害情報のフィルタリングサービス」を

提供しております。こうした自主サービスは県内に接続点があることで、自社 IP アド

レスを利用して、無料のサービスとして提供しております。今回の「ネイティブ方式」

では県内に接続点がないため、他社のローミングとなってしまい、提供不可能なサー

ビスとなります。（株式会社新潟通信サービス） 

 

トンネル方式の網改造料について社団法人日本インターネットプロバイダー協会の意見に

賛同します。特に以下の部分に賛同します。 

 

ＩＳＰ事業者がＩＰｖ６インターネット接続に対応する場合、トンネル接続インター
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フェース付与機能の網改造料として個別に費用負担している集約装置について、現在

のＩＰｖ４用の集約装置は使うことができないことから廃棄が必要になります。集約

装置の廃棄にあたっては、減価償却残額分の一括の支払いと撤去手数料がＩＳＰ事業

者の負担として生じるため、これについては配慮を求めたいと思います。（社団法人日

本インターネットプロバイダー協会） 

 

以上 


